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犬山市は、愛知県の最北端に位置する地方都市であり、現存最古と言われる国宝犬山城天
守が全国的に知られている。この犬山城の城下町に残る古い町並みや地割は、国の重要無形
民俗文化財である犬山祭の舞台にもなっている。このほかにも、日本ラインと呼ばれる名勝木
曽川や、史跡東

ひがしのみやこふん

之宮古墳、天然記念物ヒトツバタゴ自生地、世界かんがい施設遺産入鹿池な
どの豊富な文化財、歴史的�文化的�自然的資源が所在している。これらは地域の歴史や文化
を理解するために不可欠な要素であるとともに、将来の歴史文化の維持�継承に必要な財産で
ある。本市では、市内を一つの博物館として捉え、それぞれの地域が持つ歴史�文化や自然等
の特性や機能を結び、関連づけることで地域のアイデンティティを育み、ひいては「犬山らしさ」
を創り出すことを目的とする「全市博物館構想」を平成 14 年（2002）に策定し、地域におけ
る歴史的風致の維持及び向上に関する法律（以下、「歴史まちづくり法」という。）に基づく「歴
史的風致維持向上計画（第１期）」を平成 21 年（2009）に策定し、地域住民や所有者、文化
財保護活動団体とともに地域の文化財等を活かしたまちづくりを進めてきた。また、その一環
として、文化財等の悉皆調査の実施や、その成果をまとめた「犬山たび（平成 27 年、平成 31 年）」
を刊行するなど、市の歴史や文化を守り、それらを後世に継承するために取り組んできた。

しかしながら、全国的に進行している人口減少や少子高齢化は本市にも迫っており、伝統行
事や風俗慣習などの担い手の減少、地域の歴史文化に対する関心の低下、コミュニティの希薄
化などにより、これまで地域で伝え�受け継がれてきた歴史文化の保存継承が困難となりつつ
ある。さらに、近年、頻発化�激甚化している大規模自然災害の発生や、管理者不在による建
物等の老朽化、盗難�破損等の被害、新型コロナウイルス感染症の世界的蔓延及びそれに伴
う生活のあり方の転換など、文化財等を取り巻く環境は深刻化�複雑化している。また、本市は、
市内に所在する魅力的な文化財等を活用した観光都市として発展してきたが、その一方で特定
の文化財等に対するイメージが強く印象付けられるなどの課題も生じている。そのため、地域
に所在する数多くの文化財等が埋没してしまっている、市の本来の姿とは異なった捉え方をさ
れている、などの課題が生じている。

このような状況を踏まえ、市内各地域に所在する文化財等の価値を市民が改めて認識し、「地
域の宝」として次世代に継承することに加え、市の歴史文化の保存に対する適切な理解を促し、
地域総がかりで市の活性化につなげられるよう計画的に施策を推進する必要がある。

そこで、「全市博物館構想」の考え方を引き継ぎ、市民が地域の歴史文化に対する愛着と誇
りを深め、市内の各主体が市の歴史や文化の保存�活用を総合的かつ計画的に推進していくた
めのマスタープランかつアクションプランとして、令和２年度（2020）から令和４年度（2022）
にかけて「犬山市文化財保存活用地域計画」（以下、「本計画」という。）の作成を行った。

1.�計画作成の目的
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平成 30 年（2018）の文化財保護法（以下、「法」という。）の改正（平成 31 年（2019）４月
１日施行）を踏まえ、本市では本計画の作成に関する事項について審議する犬山市文化財保存
活用地域計画策定委員会を令和２年度（2020）に設置し、全８回（うち書面決議１回）の審議
を行った。

また、本市の文化財保護審議会、歴史まちづくり連絡調整会議において審議や意見聴取を
行ったほか、市民アンケート�団体アンケート、団体ヒアリング等の実施、市民説明会の開催
などにより、市民からの直接聴取を行いながら、計画を作成した。

作成経過の概要は以下のとおり。

期日等 実施概要

令和２年度
（2020）

4 月1 日 犬山市文化財保存活用地域計画策定委員会の設置
10 月 23 日 第１回犬山市文化財保存活用地域計画策定委員会の

開催�意見聴取
2 月 25 日 第２回犬山市文化財保護審議会での報告�説明
2 月 26 日 第２回犬山市文化財保存活用地域計画策定委員会の

開催�意見聴取（書面開催）
令和３年度

（2021）
7 月19 日 第３回犬山市文化財保存活用地域計画策定委員会の

開催�審議�意見聴取
8 月10 日～
8 月 31 日

犬山市の文化財に関する市民アンケートの実施
（対象 18 歳以上の市民 2,000 人）

9 月10 日 第１回犬山市文化財保護審議会での報告�説明（書面開催）
9 月 9 日～
9 月 30 日

犬山市の文化財に関する団体アンケートの実施
（対象市内の文化財の保存と活用や地域に関わる活動を
する団体　49 団体）

11 月 5 日 第４回犬山市文化財保存活用地域計画策定委員会の
開催�審議�意見聴取

12 月17 日～
2 月 7 日

文化財の保存と活用や地域に関わる団体へのヒアリング
（対象団体アンケートに回答した 47 団体のうち 20 団体）

1 月13 日 歴史まちづくり連絡調整会議の開催�意見聴取
2 月 21 日 第５回犬山市文化財保存活用地域計画策定委員会の

開催�審議�意見聴取
3 月 22 日 第２回犬山市文化財保護審議会での報告�説明（書面開催）

2.�計画作成の体制・経過

（1） 作成体制

（2） 作成経過

3

序章

序

章



令和４年度
（2022）

7 月 20 日 第６回犬山市文化財保存活用地域計画策定委員会の
開催�審議�意見聴取

8 月 24 日 第１回犬山市文化財保護審議会での報告�説明
12 月 2 日 第７回犬山市文化財保存活用地域計画策定委員会の

開催�審議�意見聴取
１月 29 日 市民説明会の開催
１月 31 日 歴史まちづくり連絡調整会議の開催�意見聴取
２月１日 第２回犬山市文化財保護審議会での報告�説明
２月７日 第８回犬山市文化財保存活用地域計画策定委員会の

開催�審議�意見聴取
２月 21 日～３月15 日 パブリックコメントの実施

NO. 職名 氏名 所属 備考（交代時期）
1 委員長 赤塚　次郎 犬山市文化財保護審議会 副会長

2 筧　真理子 公益財団法人 犬山城白帝文庫 
学芸員

3 鬼頭　秀明 文化庁文化審議会 専門委員

4 佐藤　正知 元文化庁主任調査官
（史跡部門）

5 村上　恵美子 元犬山市教育委員

6 四辻　秀紀 名古屋経済大学
犬山学研究センター 副センター長

7 奥村　好樹 犬山商工会議所 専務理事

8 中田　哲夫 一般社団法人 犬山市観光協会 
専務理事

9 丸山　和成 犬山歴史研究会 会長

10 望月　友恵 特定非営利活動法人 古代邇波の里�
文化遺産ネットワーク 主任研究員

11 川口　佐織
愛知県県民文化局文化部
文化芸術課文化財室 室長

令和 2 年 4 月1 日～
令和 3 年 3 月 31 日

12 洲嵜　和宏
愛知県県民文化局文化部
文化芸術課文化財室 室長補佐

令和 3 年 4 月1 日～
令和 4 年 3 月 31 日

13 浅岡　宏司 愛知県県民文化局文化部
文化芸術課文化財室 主査 令和 4 年 4 月1 日～

NO. 役職 氏名 所属 専門分野

1 会長 長谷川　良夫 特定非営利活動法人 犬山城下町を
守る会 理事長 有形文化財（建造物）

2 副会長 赤塚　次郎 特定非営利活動法人 古代邇波の
里�文化遺産ネットワーク 理事長

有形文化財（考古�歴史資料）
記念物（遺跡）

3 小嶋　毅 犬山歴史研究会 顧問 有形文化財（歴史資料）�
民俗文化財

4 林　　進 特定非営利活動法人 犬山里山
学研究所 理事長

記念物（植物）

期日等 実施概要

犬山市文化財保存活用地域計画策定委員会　委員名簿

犬山市文化財保護審議会　委員名簿 令和５年３月 31 日
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本計画は、法第 183 条の３に基づき、文化財の保存と活用を総合的に推進する法定計画とし
て位置付けられる。また、愛知県の「文化財保存活用大綱」をはじめ、本市の最上位計画であ
る「犬山市総合計画」、教育分野の上位計画にあたる「犬山市教育大綱」との整合性を図りつつ、
関連計画などと連携�調整しながら推進するものである。

計画の体系図は以下のとおり。なお、上位�関連計画の詳細は、「資料編」に掲載している。

国 愛知県

愛知県
文化財保存活用

大網

犬山市

犬山市総合計画（最上位計画）

関連計画
犬山市教育振興基本計画
（犬山かがやきプラン）
犬山市都市計画マスタープラン
犬山市観光戦略

いいね︕いぬやま総合戦略

犬山市景観計画
犬山市地域防災計画国宝犬山城天守・史跡犬山城保存活用計画

史跡東之宮古墳保存活用計画 犬山市緑の基本計画

犬山市森林整備計画

犬山市農業振興地域整備計画

文
化
財
保
護
法

犬山市教育大網（上位計画）

犬山市
文化財保存活用
地域計画

犬山市
歴史的風致
維持向上計画

個別の計画

根拠法

整合

根拠法

整合

連携・
調整

整合
整合

連携・調整整合

3.�計画の位置付け

（1） 体系図

図 1 体系図
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法は、その目的を「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資
するとともに、世界文化の進歩に貢献すること」と定めており、法第２条で規定される６類型
や埋蔵文化財及び文化財の保存技術を「文化財」と定義する。このうち、国、県又は市から指定�
選定を受けた文化財や、文化財としての価値にかんがみ保存及び活用のための措置が特に必要
とされるものを文化財登録原簿に登録する「登録文化財」に対しては、様々な保護措置が図ら
れている。本計画では、これらをまとめて「指定等文化財」とする。

一方、本市には、現在に至るまで文化財として認識されてこなかったものの、地域の人々が
大切に思い、地域の文化にとって重要な意味を持つ歴史的�文化的�自然的資源が数多く存在
している。これらは、法に定める「文化財」の定義に必ずしも当てはまるものではないが、本
市の歴史や文化、風土等を語る上でなくてはならないものである。

そこで本計画では、法で定義される「文化財」に加えて、「伝統産業�地場産業」、「歴史的に
継承されてきた音や香り」、「古くからの地名」、「方言」などの「文化財」に収まらない、また
は収まりにくい要素、さらには、古くから水運�交通の要所及び観光地として発展してきた本
市を特徴付ける交通�水利施設や歴史文化�観光施設なども対象とする。また、「歴史文化基
本構想策定技術指針」において、「文化財と一体となって歴史文化を構成する文化財の周辺環

文
化
財
保
護
法
第
２
条
で
規
定
さ
れ
る
文
化
財
（
６
類
型
）

有形文化財 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で我が国
にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの（これらのものと一体をなしてその価値を形成し
ている土地その他の物件を含む。）並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資
料

無形文化財 演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で我が国にとって歴史上又は芸術上価
値の高いもの

民俗文化財 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用
いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことの
できないもの

記念物 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国にとって歴史上又は学術上価
値の高いもの、庭園、橋

きょうりょう

梁、峡
き ょ う こ く

谷、海浜、山岳その他の名勝地で我が国にとって芸術上又
は観賞上価値の高いもの並びに動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、植物（自生地
を含む。）及び地質鉱物（特異な自然の現象の生じている土地を含む。）で我が国にとって
学術上価値の高いもの

文化的景観 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民
の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの

伝統的建造物群 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの

そ
の
他

埋蔵文化財 土地に埋蔵されている文化財

文化財の保存技術 文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術又は技能

4.�計画の対象範囲と計画期間

（1）計画の対象範囲

表 1 文化財
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計画期間は、令和５年度（2023）から令和 14 年度（2032）の 10 年間とするが、計画の進
捗状況などを毎年度確認するとともに、本市を取り巻く社会情勢、法令�国の施策等及び歴史
文化資源の状況により、計画期間内であっても適宜見直しを図る。

見直しの結果、計画期間の変更、市町村の区域内に存する歴史文化資源の保存に影響を及
ぼすおそれのある変更、本計画の実施に支障を生じるおそれのある変更が生じた場合は、改め
て文化庁長官による認定を受ける。

そのほか、軽微な変更が発生した場合は、愛知県を通じて文化庁に報告するものとする。

境」として位置付けられる「自然環境」、「周囲の景観」、「文化財を支える人々の活動」、「文
化財を維持�継承するための技術」、「文化財に関する歴史資料や伝承（物語）」などについても、
それ自体が資源として保存�活用を図るべきものと捉え、それらの総体を「歴史文化資源」と
呼称して、未来へ繋げていくことを目的とする。

そして、これら歴史文化資源が相互に関係し合い、一体となることで、犬山市の歴史文化が
形成されるものと考える。

第２条で規定される文化財（６類型）
+

埋蔵文化財及び文化財の保存技術

文化財保護法で
定義される文化財

歴史文化資源

指定
選定
登録

伝統産業
地場産業

音や香り

古くからの
地名

方言

交通施設
水利施設

歴史文化施設
観光施設

自然環境 周囲の景観

文化財を支える
人々の活動

文化財を
維持・継承
するための
技術

文化財に関す
る歴史資料や
伝承（物語）

その他、地域に
とって大切な
歴史的・文化的
・自然的資源

…文化財保護法で定義される文化財に収まらない、または収まりにくい要素

…歴史文化基本構想策定技術指針に例示される「文化財の周辺環境」

（2）計画期間

図 2 歴史文化資源イメージ図
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SDGs とは、「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」の略であり、
2015 年（平成 27 年）９月の国連サミットにおいて採択された国際社会の共通目標を指す。17
のゴールと 169 のターゲットから構成され、「誰一人取り残さない（leave no one behind）」
を基本理念としている。

採択から７年が経過した現在において、経済�社会�環境の三側面から統合的に取り組み、
持続可能な世界の実現を目指す SDGs が果たす役割はますます大きくなっている。そのため、
本計画においては、SDGs との関連が深い「4. 質の高い教育をみんなに」「11. 住み続けられる
まちづくりを」「15. 緑の豊かさも守ろう」「17. パートナーシップで目標を達成しよう」の４つ
のゴールを位置付け、これらの達成も意識しながら取組を進める。

5.�SDGs との関係
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